
第18回合併協議会が、11月26日（金）午後１時30分から、角館広域交流センターを会場に開催され
ました。
今回の協議会では、継続協議となっている「新市の事務所の位置について」の協議が行われました。
委員から、具体的な意見が出されましたが、結論に至らず、正副会長の協議により、12月10日に臨時

協議会を開催し、事務所の位置の決定方法について協議することとし、継続協議となりました。
なお、新市建設計画（案）については、県との内協議が終了後、正式協議に入るとの報告があり、了

承されました。
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報
告
、
協
議
さ
れ
た
事
項
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
三
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…

「
平
成
十
六
年
度
田
沢
湖
・
角
館
・
西
木

合
併
協
議
会
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ

い
て
」

●
報
告
第
三
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…

「
新
市
建
設
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
」

現
在
、
県
と
の
「
内
協
議
」
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
変
更
さ
れ
た

部
分
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し

た
。今

後
内
協
議
が
終
了
次
第
、「
正
式
協

議
」
に
入
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
了
承
さ

れ
ま
し
た
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
六
号
（
継
続
協
議
）
…

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
」

（
協
議
結
果
）

始
め
に
、
第
二
回
協
議
会
で
分
庁
舎
方

式
と
す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
第
三
回
協
議
会
以
降
、
新
市
の
名
称

と
の
関
係
に
よ
り
、
継
続
協
議
さ
れ
て
き

た
経
過
に
つ
い
て
、
事
務
局
よ
り
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

こ
の
後
協
議
に
入
り
、
委
員
か
ら
は
、

「
駐
車
場
が
一
番
充
実
し
て
い
て
、
新
幹

線
が
止
ま
る
し
、
仙
岩
峠
を
越
え
て
く
れ

ば
県
の
玄
関
口
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
国
道
の
沿
線
で
あ
る
と
い
う
分
か
り

や
す
さ
、
環
境
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
考

え
、
田
沢
湖
に
暫
時
事
務
所
を
置
く
と
い

う
事
に
し
た
ら
ど
う
か
。」、

「
三
町
村
の
中
心
に
位
置
す
る
西
木
村
の

現
在
地
は
、
駐
車
場
も
十
分
あ
り
、
庁
舎

は
一
番
新
し
い
し
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
て
い
る
が
、
市
名
の
問
題
で
一
年
半

も
苦
労
し
た
。
苦
渋
の
選
択
だ
が
、
田
沢

湖
の
庁
舎
に
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
い
。

た
だ
し
、将
来
の
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、

角
館
、
西
木
の
住
民
が
納
得
す
る
よ
う
な

利
便
性
の
あ
る
場
所
を
選
定
し
て
い
た
だ

き
た
い
。」、

「
住
民
の
今
後
の
幸
せ
を
考
え
れ
ば
、
合

併
は
年
度
内
に
決
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

角
館
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
口
も
一
番
多

く
、さ
ま
ざ
ま
な
機
関
も
そ
ろ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
西
木
に
つ
い
て
は
、
中
間
に
位
置

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
思
い
は
、
本
当
に
あ
っ
た
と
思
う
が
、

そ
れ
を
超
え
て
、
提
案
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
ど
う
か
こ
れ
を
大
事
に

し
て
進
め
て
い
た
だ
い
き
た
い
。」、

「
角
館
の
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
が

狭
い
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
官
公
庁
と

の
関
係
あ
る
い
は
人
口
の
問
題
、
中
心
市

街
地
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
遜
色
な
い
庁

舎
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
考
え
合

わ
せ
て
判
断
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」
等

の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
他
の
委
員
か
ら
は
、「
三
首
長
で

協
議
し
て
、
今
日
具
体
的
な
案
を
提
案
し

て
、
そ
の
提
案
を
持
ち
帰
り
そ
れ
ぞ
れ
の

町
村
で
協
議
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。」

と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

休
憩
を
挟
ん
で
、
協
議
を
重
ね
ま
し
た

が
、
会
長
よ
り
「
三
町
村
長
で
意
見
の
調

整
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
、
今
回
は

提
案
で
き
な
い
。
事
務
所
の
位
置
に
つ
い

て
の
決
定
の
方
法
に
つ
い
て
、
十
二
月
十

日
に
臨
時
協
議
会
を
開
催
し
て
、
協
議
し

た
い
。」
と
提
案
さ
れ
、
継
続
協
議
と
な

り
ま
し
た
。

提
案
事
項
（
次
回
協
議
事
項
）

●
協
議
案
第
六
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…

「
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」



第8回 

3

①
新
市
の
組
織
は
四
部
制
と
し
、
住
民
サ

ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ
う
に
十
分
配

慮
し
ま
す
。

※
各
部
名
と
主
な
課
名
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
で
す
。
な
お
、
課
名
等
に
つ
い
て

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

【
総
務
部
】

総
務
課
・
企
画
政
策
課
・
財
政
課
・
税

務
課
・
管
財
課
・
国
体
事
務
局

【
市
民
福
祉
部
】

市
民
課
・
環
境
防
災
課
・
保
健
課
・
福

祉
事
務
所

【
産
業
観
光
部
】

農
林
課
・
商
工
課
・
観
光
課

【
建
設
部
】

建
設
課
・
都
市
整
備
課
・
下
水
道
課

そ
の
他
の
機
関

【
収
入
役
】

会
計
課

【
公
営
企
業
】

企
業
局
・
病
院
事
務
局

【
教
育
委
員
会
】

教
育
総
務
課
・
学
校
教
育
課
・
生
涯
学

習
課
・
文
化
財
課

【
議
会
】

【
監
査
委
員
】

【
選
挙
管
理
委
員
会
】

【
農
業
委
員
会
】

農
業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七

年
七
月
十
九
日
ま
で
、
旧
町
村
に
そ
れ
ぞ

れ
設
置
さ
れ
ま
す
。

②
新
市
の
事
務
組
織
及
び
機
構
は
、「
新

市
に
お
け
る
事
務
組
織
・
機
構
の
整
備

方
針
」
に
基
づ
き
整
備
し
ま
す
。

【
新
市
に
お
け
る
事
務
組
織
・
機
構
の
整

備
方
針
】

一．

住
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
利
用
し
や

す
い
組
織
・
機
構

二．

住
民
の
声
を
適
正
に
反
映
で
き
る
組

織
・
機
構

三．

指
揮
命
令
系
統
を
簡
素
化
し
、
責
任

の
所
在
が
明
確
な
組
織
・
機
構

四．

各
庁
舎
に
住
民
が
よ
く
利
用
す
る
窓

口
業
務
を
行
う
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」
を

設
置
す
る
組
織
・
機
構

五．

行
政
課
題
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応

で
き
る
組
織
・
機
構

六．

新
市
建
設
計
画
が
円
滑
に
遂
行
で
き

る
組
織
・
機
構

※
地
域
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

住
民
に
対
す
る
窓
口
業
務
は
、
各
庁
舎

で
同
一
の
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
各
庁
舎
に
戸
籍
、
税
務
、
福
祉

と
い
っ
た
住
民
の
日
常
生
活
に
深
く
関
わ

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
日
常
的
な
窓
口
事

務
、
地
域
の
産
業
振
興
や
冬
期
交
通
確

保
・
災
害
復
旧
な
ど
緊
急
性
を
要
す
る
問

題
な
ど
の
事
務
や
各
地
域
に
応
じ
た
諸
課

題
な
ど
を
現
地
速
決
で
解
決
さ
せ
る
た
め

そ
れ
を
統
括
す
る
部
門
と
し
て
「
地
域
セ

ン
タ
ー
」
を
設
置
し
ま
す
。

●
協
議
案
第
六
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…

「
病
院
及
び
診
療
所
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

①
病
院
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
し
、名
称
を
市
立
田
沢
湖
病
院
、

市
立
角
館
総
合
病
院
と
し
ま
す
。

②
病
院
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
営
企

業
法
の
全
部
適
用
と
し
、
事
務
の
体
制
　

等
に
つ
い
て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
さ

れ
ま
す
。

③
診
療
に
係
る
諸
証
明
の
手
数
料
（
主
な

文
書
料
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
に
統

一
す
る
よ
う
調
整
さ
れ
ま
す
。

④
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
、
体
制
や
運
営
等
に
つ
い

て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

○
障
害
者
福
祉
事
業
（
平
成
十
六
年
一
月

二
十
三
日
第
九
回
確
認
）

障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の

区
分
に
よ
り
調
整
さ
れ
ま
す
。

①
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ
い
て

は
、
そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な
が
ら
調

整
し
ま
す
。

②
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
で
、
各
町

村
が
独
自
に
そ
の
制
度
の
充
実
を
図
っ

て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基
本
に

調
整
し
ま
す
。

③
各
町
村
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
制
度

又
は
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基
本
に
調

整
し
ま
す
。

【
身
障
者
手
帳
交
付
等
・
相
談
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
各
種
制
度
を
利

用
す
る
た
め
の
証
票
と
し
て
、
交
付
申
請

書
等
を
県
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
進
達

し
、
身
障
者
手
帳
を
交
付
し
ま
す
。

・
利
用
料
　
無
料

【
身
体
障
害
者
施
設
支
援
費
（
更
生
訓
練

費
含
む
）】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。
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・
内
容

施
設
入
所
に
係
る
費
用
の
一
定
額
を
支

援
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
し
ま
す
。

【
補
装
具
の
交
付
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

身
体
の
部
分
的
欠
損
、
機
能
損
傷
を
直

接
的
に
補
う
た
め
補
装
具
を
交
付
し
ま

す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
し
ま
す
。

【
日
常
生
活
用
具
の
交
付
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

在
宅
の
重
度
身
体
障
害
者
（
児
）
に
対

す
る
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
た
め
用
具

の
給
付
、
貸
与
を
行
い
ま
す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
し
ま
す
。

【
更
正
医
療
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

身
体
障
害
者
が
、
日
常
生
活
能
力
又
は

職
業
能
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

医
療
に
要
す
る
費
用
を
支
給
し
ま
す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
し
ま
す
。

【
居
宅
支
援
費(

デ
イ
、
シ
ョ
ー
ト
、
居
宅

介
護)

】
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

身
体
障
害
者
が
、
居
宅
支
援
を
受
け
る

際
の
利
用
費
を
支
援
費
と
し
て
支
給
し
ま

す
。

【
社
会
参
加
促
進
事
業
（
自
動
車
改
造
、

免
許
取
得
）】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

重
度
身
体
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進

を
図
り
、
そ
の
福
祉
増
進
に
資
す
る
た
め

助
成
を
行
い
ま
す
。

・
支
給
額
　
県
負
担
で
上
限
が
十
万
円

※
県
事
業
の
窓
口
取
り
次
ぎ
業
務
で
す
。

【
住
宅
整
備
資
金
貸
付
】

田
沢
湖
町
、角
館
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
内
容

身
体
障
害
者
又
は
身
体
障
害
者
と
同
居

す
る
家
族
が
、
障
害
者
向
け
に
居
室
等
を

増
改
築
す
る
場
合
に
、
そ
の
整
備
の
た
め

の
貸
付
を
行
い
ま
す
。

・
貸
付
額
　
上
限
百
五
十
万
円

【
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
支
援
事
業
】

田
沢
湖
町
、西
木
村
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
内
容

重
度
身
体
障
害
者
の
日
常
生
活
を
容
易

に
す
る
た
め
の
住
宅
の
改
造
並
び
に
整
備

に
対
し
補
助
を
行
い
ま
す
。

・
支
援
費
　
上
限
　
五
十
万
円

【
知
的
障
害
者
療
育
手
帳
交
付
・
相
談
等
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

知
的
障
害
の
あ
る
者
が
療
育
手
帳
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
各
種
援
助
措

置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
利
用
料
　
無
料

【
知
的
障
害
者
施
設
支
援
費
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

知
的
障
害
者
施
設
入
所
に
係
る
調
査
利

用
料
と
医
療
費
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
利
用
料

利
用
者
と
扶
養
義
務
者
の
収
入
状
況
に

応
じ
費
用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

【
知
的
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
支
援
費
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

共
同
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
な
い
知

的
障
害
者
の
施
設
入
所
を
支
援
し
ま
す
。

・
支
援
費

利
用
者
と
扶
養
義
務
者
の
収
入
状
況
に

応
じ
費
用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

【
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
費
（
デ
イ
、
シ

ョ
ー
ト
、
居
宅
介
護
費
）、
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
（
地
域
生
活
援
助
支
援
費
）】

田
沢
湖
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
内
容

知
的
障
害
者
が
デ
イ
、
シ
ョ
ー
ト
、
ヘ

ル
パ
ー
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る

場
合
、
居
宅
支
援
費
受
給
者
証
を
発
行
し

支
援
費
を
支
給
し
ま
す
。

・
支
援
費

申
請
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り

決
定
し
ま
す
。

【
福
祉
作
業
所
（
負
担
金
）】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。
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・
内
容

「
仙
北
北
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
じ
」

に
お
い
て
作
業
、
生
活
訓
練
並
び
に
交
流

活
動
を
行
い
、
心
身
障
害
者
の
自
立
と
社

会
生
活
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
収
入
状
況
に
応

じ
て
一
部
費
用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

【
精
神
障
害
者
手
帳
、
医
療
券
、
相
談
】

合
併
時
に
統
合
さ
れ
ま
す
。

・
内
容

精
神
障
害
者
の
自
立
と
社
会
復
帰
を
促

進
す
る
た
め
、
手
帳
を
発
行
し
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

・
利
用
料

通
院
医
療
費
は
公
費
負
担
で
す
。

【
精
神
障
害
者
短
期
入
所
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

精
神
障
害
者
の
居
宅
で
の
介
護
が
一
時

的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
生
活
訓
練
施

設
等
に
短
期
入
所
の
措
置
を
行
い
ま
す
。

・
利
用
料

本
人
、
扶
養
義
務
者
の
収
入
状
況
に
応

じ
て
費
用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

【
精
神
障
害
者
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

精
神
障
害
者
が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生

活
が
で
き
る
よ
う
家
庭
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
を
派
遣
し
、
食
事
・
身
体
の
清
潔
の
保

持
等
の
介
助
を
行
い
ま
す
。

・
利
用
料

生
計
中
心
者
の
課
税
状
況
に
応
じ
て
費

用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

【
精
神
障
害
者
作
業
所
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

家
庭
及
び
病
院
に
ひ
き
こ
も
り
が
ち
な

精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
た

め
「
角
館
さ
く
ら
の
会
」
が
運
営
す
る
角

館
さ
く
ら
共
同
作
業
所
に
お
い
て
通
所
方

式
に
よ
る
作
業
訓
練
及
び
生
活
指
導
等
を

行
い
ま
す
。（
田
沢
湖
町
、
西
木
村
に
つ

い
て
は
負
担
金
を
拠
出
し
て
い
ま
す
。）

・
利
用
料
　
無
料

○
高
齢
者
福
祉
事
業
（
平
成
十
五
年
九
月

二
十
六
日
第
六
回
確
認
）

①
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
新
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

②
高
齢
者
福
祉
事
業
の
各
制
度
に
つ
い
て

は
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
ぬ
よ
う

に
調
整
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
利
用
料
等
の
住
民
負
担
に
つ
い

て
は
、
適
正
な
料
金
と
な
る
よ
う
調
整

さ
れ
ま
す
。

【
高
齢
者
敬
老
金
支
給
】

合
併
後
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

【
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
】

設
置
形
態
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
新

市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

【
高
齢
者
食
生
活
改
善
事
業
】

角
館
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
時
期
　
月
一
回
程
度
で
随
時

・
対
象
者
　
高
齢
者
や
そ
の
家
族

・
内
容
　
講
話
、
実
技
、
調
理
実
習
等

・
利
用
料
　
無
料

【
生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
時
期
　
随
時

・
対
象
者

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
（
介
護
保
険

法
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

な
い
者
）

・
内
容

日
常
生
活
の
自
立
支
援
と
社
会
的
孤
独

感
の
解
消
を
図
る
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス

（
西
木
村
の
み
一
日
滞
在
、
無
料
送
迎
）

・
利
用
料

法
定
の
通
所
介
護
料
金
の
十
％

（
田
沢
湖
町
、
角
館
町
）

三
百
円
／
回
（
西
木
村
）

【
緊
急
通
報
体
制
等
整
備
事
業
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

（
緊
急
通
報
装
置
貸
与
）

・
時
期
　
随
時

・
対
象
者

六
十
五
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
、
寝
た

き
り
老
人
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
、
そ
の

他・
サ
ー
ビ
ス
内
容

緊
急
通
報
用
機
器
一
式
を
貸
与
し
、
緊

急
時
に
通
報
さ
れ
ま
す
。

・
運
営
方
式
　
委
託
方
式

・
利
用
料

月
額
六
百
円
（
田
沢
湖
町
）

負
担
能
力
に
応
じ
て
（
角
館
町
）

無
料
（
西
木
村
）

【
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
事
業
】

角
館
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
時
期
　
年
四
回

・
対
象
者

お
お
む
ね
介
護
度
四
以
上
の
方

・
内
容

理
容
師
が
出
張
し
、
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
。

・
利
用
料

理
美
容
料
金
の
み
利
用
者
負
担
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【
除
排
雪
事
業
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

六
十
五
歳
以
上
の
み
の
世
帯
又
は
身
体

障
害
者
手
帳
二
級
以
上
の
者
の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
に
対
し
、
利
用
者
の
希
望
に

よ
り
、
自
己
負
担
を
求
め
、
家
屋
前
の
道

路
に
除
雪
車
が
残
し
た
雪
塊
を
取
り
除
く
。

【
家
族
介
護
慰
労
事
業
】

角
館
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
対
象
者

介
護
度
四
、
五
の
要
介
護
者
の
家
族
で

一
年
間
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ず
に
在
宅
介
護

し
た
非
課
税
世
帯

・
手
当
額
　
十
万
円
／
年

【
介
護
予
防
事
業
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
訓
練
事
業
　
（
田
沢
湖
町
）

・
転
倒
骨
折
予
防
事
業

（
角
館
町
、
西
木
村
）

・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
・
痴
呆
介
護
教
室

（
角
館
町
）

【
介
護
用
品
の
支
給
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

在
宅
で
介
護
度
四
、
五
の
方
を
介
護
し

て
い
る
家
族
等
に
対
し
て

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

世
帯
の
町
民
税
課
税
状
況
に
応
じ
て
介

護
用
品
券
を
支
給
す
る
。（
田
沢
湖
町
）

介
護
用
品
（
お
む
つ
）
を
支
給
す
る
。

（
角
館
町
）

介
護
用
品
等
を
支
給
す
る
。（
西
木
村
）

【
生
活
管
理
指
導
事
業
（
指
導
員
派
遣
）】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
対
象
者

介
護
保
険
法
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
中
で
、
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者

・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

訪
問
に
よ
る
身
体
・
家
事
介
護

・
利
用
料

介
護
保
険
制
度
規
定
の
訪
問
介
護
料
金

の
十
％

【
生
活
管
理
指
導
事
業
（
短
期
宿
泊
）】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

介
護
保
険
法
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
中
で
、
介
護
を
要
す

る
が
介
護
者
が
介
護
で
き
な
い
者
等

・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

施
設
に
お
け
る
短
期
の
宿
泊

・
利
用
料

介
護
保
険
制
度
規
定
の
短
期
入
所
生
活

介
護
料
金
の
十
％

【
家
族
介
護
教
室
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
・
援
助

者
等

・
内
容

介
護
方
法
や
介
護
予
防
及
び
介
護
者
の

健
康
づ
く
り
を
研
修
・
習
得
す
る
。

・
利
用
料
　
無
料

【
家
族
介
護
者
交
流
事
業
（
元
気
回
復
事

業
）】合

併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
に
対
し
て

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

聴
講
、
日
帰
り
旅
行
、
施
設
見
学
等
、

介
護
者
同
士
の
交
流
を
図
る
。

・
利
用
料
　
無
料

【
介
護
予
防
プ
ラ
ン
作
成
事
業
】

角
館
町
、
西
木
村
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
対
象
者

要
介
護
状
態
に
な
る
危
険
因
子
の
高
い

方
等

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

介
護
予
防
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る

・
利
用
料
　
無
料

【
高
齢
者
共
同
生
活
支
援
事
業
】

西
木
村
の
例
に
よ
り
存
続
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

家
庭
の
事
情
で
養
護
を
必
要
と
す
る
六

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

冬
期
間
、
施
設
で
共
同
生
活
を
す
る

・
利
用
料
　
二
千
二
百
円
／
一
人
／
日

【
食
の
自
立
支
援
事
業
（
利
用
調
整
及
び

配
食
サ
ー
ビ
ス
）】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

一
人
暮
ら
し
又
は
老
人
世
帯
等

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

手
作
り
夕
食
弁
当
を
提
供
し
、
安
否
を

確
認
、
指
導
し
ま
す
。

・
利
用
料

二
百
円
／
一
食
（
角
館
町
）

百
円
／
一
食
（
西
木
村
）

【
高
齢
者
実
態
把
握
事
業
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

個
別
訪
問
に
よ
り
地
域
の
高
齢
者
の
実

態
把
握
し
、
介
護
ニ
ー
ズ
の
評
価
、
要
介

護
状
態
の
予
防
を
行
い
ま
す
。

【
高
齢
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
金
】

角
館
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
対
象
者

六
十
五
歳
以
上
の
親
族
で
あ
る
高
齢
者

と
同
居
す
る
者
で
、
高
齢
者
の
専
用
居
室

等
の
整
備
を
必
要
と
し
、
自
力
で
整
備
を

行
う
こ
と
が
困
難
な
者

・
サ
ー
ビ
ス
内
容
　

資
金
貸
付
を
し
ま
す
。

・
貸
付
金
額
（
限
度
額
）

百
五
十
万
円
／
一
戸
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【
は
り
、
灸
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
費
助
成
】

田
沢
湖
町
の
例
に
よ
り
ま
す
。

・
対
象
者
　
五
十
歳
以
上

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

施
術
費
の
助
成
を
行
う
。

・
助
成
金
額

施
術
一
回
に
つ
き
八
百
円
（
年
六
回
ま

で
）

【
敬
老
式
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

【
老
人
ク
ラ
ブ
関
係
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。単

位
老
人
ク
ラ
ブ
二
十
三
団
体

（
田
沢
湖
町
）

単
位
老
人
ク
ラ
ブ
十
七
団
体

（
角
館
町
）

単
位
老
人
ク
ラ
ブ
十
一
団
体

（
西
木
村
）

各
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

【
地
域
ケ
ア
会
議
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

【
老
人
施
設
入
所
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
措
置

入
所
判
定
委
員
会
設
置

【
老
人
憩
い
の
家
】

田
沢
湖
町
部
分
に
つ
い
て
は
存
続
さ
れ

ま
す
。

・
内
容

田
沢
湖
町
岡
崎
地
区
の
老
人
ク
ラ
ブ
等

高
齢
者
に
対
し
個
人
か
ら
の
寄
付
で
あ
る

住
宅
を
老
人
憩
い
の
家
と
し
て
管
理
す

る
。

【
梅
園
】

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま

す
。

・
内
容

寄
付
金
で
造
園
の
梅
園
管
理
を
老
人
福

祉
の
た
め
、
三
老
人
ク
ラ
ブ
と
町
で
行
っ

て
い
る
。

【
在
宅
老
人
等
在
宅
介
護
手
当
支
給
事
業
】

合
併
時
に
再
編
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者

在
宅
で
常
時
介
護
し
て
い
る
家
族

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

実
態
調
査
の
あ
と
、
適
当
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
在
宅
（
寝
た
き
り
）
老
人
等
介

護
手
当
を
支
給
す
る
。

・
支
給
額

八
万
四
千
円
／
年
（
田
沢
湖
町
）

二
十
四
万
円
／
年
（
角
館
町
）

十
二
万
円
／
年
（
西
木
村
）

【
老
人
健
康
増
進
事
業
】

角
館
町
の
例
に
よ
り
調
整
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
者
　
六
十
五
歳
以
上
の
者

・
サ
ー
ビ
ス
内
容

温
泉
入
浴
料
を
助
成
す
る
。

・
支
給
内
容
　
利
用
者
の
み
　
五
回
／
年

【
徘
徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
】

合
併
時
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

【
金
婚
式
】

合
併
時
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

○
建
設
関
係
事
業
（
平
成
十
六
年
二
月
二

十
七
日
第
十
回
確
認
）

①
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
都
市

計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
策
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
そ

れ
ま
で
の
間
は
現
行
ど
お
り
引
き
継
ぎ

運
用
し
ま
す
。

【
都
市
計
画
関
係
事
業
】

（
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

新
市
に
お
い
て
新
た
に
策
定
し
ま
す
。

（
都
市
計
画
区
域
）

新
市
に
お
い
て
新
市
域
の
均
衡
が
図
ら

れ
る
よ
う
新
た
に
区
域
を
設
定
し
ま
す
。

（
都
市
計
画
審
議
会
）

新
市
に
お
い
て
、
新
た
に
都
市
計
画
審

議
会
を
設
置
し
ま
す
。

（
都
市
公
園
）

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
管
理
の
適
正
化
、

効
率
化
に
努
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

・
生
保
内
公
園
（
野
球
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
、
サ
ブ
広
場
、
す
も
う
場
、
管
理
棟
）

・
丸
山
児
童
公
園

・
岩
瀬
児
童
公
園

・
桧
木
内
川
河
川
公
園
（
河
川
緑
地
）

・
花
場
山
公
園
（
い
こ
い
の
森
）

・
古
城
山
公
園
（
い
こ
い
の
森
）

・
落
合
河
川
公
園
（
河
川
緑
地
）

・
落
合
運
動
公
園

（
都
市
公
園
使
用
料
又
は
占
用
料
）

合
併
時
に
角
館
町
の
例
に
統
一
さ
れ
ま

す
。

②
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
市
道
と

し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
ま
す
。な
お
、

新
市
に
お
い
て
は
、
市
道
認
定
基
準
を

新
た
に
策
定
し
ま
す
。

【
町
村
道
等
関
係
事
業
】

（
町
村
道
）

町
村
道
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
市
道
と

し
て
引
き
継
が
れ
ま
す
。
な
お
、
新
市
に

お
い
て
は
、
市
道
認
定
基
準
を
新
た
に
策

定
し
ま
す
。

（
町
村
道
整
備
計
画
）

新
市
に
お
い
て
現
計
画
を
見
直
し
、
新
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計
画
を
策
定
し
ま
す
。
な
お
、
そ
れ
ま
で

は
現
計
画
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。
ま
た
、
老

朽
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
耐
荷
力
上
の
緊
急

性
、
必
要
性
に
応
じ
て
対
応
し
ま
す
。

（
道
路
占
用
料
）

三
町
村
に
差
異
が
な
く
、
現
行
ど
お
り

新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

（
街
路
灯
）

設
置
済
の
街
路
灯
は
従
前
の
管
理
方
法

に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。
新
市
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
道
路
照
明
は
新
市
の
設

置
・
管
理
と
し
、防
犯
灯
は
地
域
の
設
置
、

管
理
と
し
ま
す
。

な
お
、
地
域
設
置
経
費
に
対
す
る
補
助

制
度
は
、
田
沢
湖
町
、
西
木
村
の
例
を
基

本
と
し
て
新
た
に
設
け
る
も
の
と
し
ま

す
。

③
除
雪
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
除
雪
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

【
除
雪
関
係
事
業
】

（
除
雪
計
画
）

冬
期
間
の
安
全
な
道
路
運
行
の
確
保
を

最
優
先
課
題
と
し
て
、
新
市
に
お
い
て
新

た
に
除
雪
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

な
お
、
合
併
時
期
が
冬
期
（
十
一
月
〜

三
月
）
の
場
合
は
、
当
該
年
度
は
従
前
の

計
画
を
引
き
継
ぎ
運
用
し
ま
す
。

（
除
雪
機
材
運
用
）

新
市
に
お
け
る
除
雪
作
業
の
効
率
化
及

び
経
費
縮
減
を
図
る
た
め
、
直
営
・
委
託

方
式
等
の
運
用
方
法
を
見
直
し
、
新
た
な

除
雪
計
画
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

④
公
営
住
宅
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

し
ま
す
。

【
公
営
住
宅
】

（
公
営
住
宅
の
設
置
状
況
）

・
武
蔵
野
団
地
（
三
十
三
戸
）

・
公
園
南
団
地
（
十
二
戸
）

・
神
代
団
地
（
四
戸
）

・
武
蔵
野
中
央
団
地
（
十
戸
）

・
玉
川
住
宅
（
九
戸
）

・
田
中
住
宅
（
十
七
戸
）

・
岩
瀬
住
宅
一
、
二
号
棟
（
十
戸
）

・
岩
瀬
住
宅
三
号
棟
（
五
戸
）

・
岩
瀬
住
宅
四
、
五
、
六
、
十
、
十
一
号

棟
（
二
十
七
戸
）

・
岩
瀬
住
宅
七
号
棟
（
六
戸
）

・
岩
瀬
住
宅
八
、
九
号
棟
（
十
二
戸
）

・
菅
沢
住
宅
一
、
二
号
棟
（
三
十
戸
）

・
菅
沢
住
宅
三
、
四
号
棟
（
三
十
戸
）

・
菅
沢
住
宅
五
、
六
号
棟
（
三
十
戸
）

・
さ
く
ら
ぎ
の
里
Ｂ
棟
（
六
戸
）

・
さ
く
ら
ぎ
の
里
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
棟

（
二
十
四
戸
）

・
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
塚
野
腰
（
三
十
四
戸
）

（
入
居
資
格
（
主
な
要
件
））

合
併
時
に
田
沢
湖
町
、
西
木
村
の
例
に

統
一
し
ま
す
。

・
同
居
要
件

同
居
し
て
い
る（
し
よ
う
と
し
て
い
る
）

親
族
あ
り
。

※
住
宅
種
類
に
よ
っ
て
は
、
独
居
高
齢

者
も
可
。

・
収
入
要
件
　
月
平
均
二
十
万
円
以
下

・
連
帯
保
証
人
　
原
則
と
し
て
一
人

（
入
居
者
募
集
及
び
選
考
）

合
併
時
に
田
沢
湖
町
の
例
に
統
一
し
ま

す
。

・
募
集
時
期
　
随
時

・
選
考
　
公
開
抽
選

（
使
用
料
）

三
町
村
に
差
異
が
な
く
、
現
行
ど
お
り

と
し
ま
す
。

・
家
賃
　
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
額

・
敷
金
　
家
賃
の
三
か
月
分

（
使
用
料
の
徴
収
）

角
館
町
、西
木
村
の
例
に
統
一
し
ま
す
。

・
納
期
　
毎
月
末
日

・
納
付
方
法
　
納
付
書
及
び
口
座
振
替

⑤
用
地
取
得
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
三
年

を
目
途
に
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
つ
つ
、

公
平
性
・
公
正
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

取
得
額
算
定
方
法
を
調
整
し
ま
す
。
な

お
、
そ
れ
ま
で
は
現
行
ど
お
り
と
し
ま

す
。


